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平成３０年（2018年）７月９日 

          政 策 会 議 資 料 

                 都 市 計 画 部 開 発 審 査 室 

危険ブロック塀等の撤去及び改修への補助について 

  

ブロック塀等の倒壊による人的被害を防止するため、危険なブロック塀に 

ついて、 

① 撤去費用の補助 

② 軽量フェンス等設置費用の補助     を新設しようとするものです。 

あわせて、 

③ 道路後退の誘導 

④ 生垣等緑化推進助成制度への誘導      をしようとするものです。 

 

１ 概要 

  地震時におけるブロック塀等の倒壊による人的被害を防止するため、道路

等に面する市内の危険なブロック塀等の撤去、改修等の実施について、補助制

度を新設し、安心・安全なまちづくりを推進するものです。 

 

２ 市内の現状 

  旧市内に多くの建築基準法に適合していない危険なブロック塀等が多く存

在すると考えられます。 

 

３ 補助制度の内容 

  民間所有者に対して、危険な塀の撤去及び軽量フェンス等の設置について

補助制度を新設します。 

  (１)危険ブロック塀等の撤去 

   補強コンクリートブロック造・組積造・鉄筋コンクリート組立・土造等

の危険な塀で、高さ６０ｃｍを超え、不特定多数の者が通る道路等に面す

るものとします。補助対象経費（撤去費）に 5 分の 4 を乗じて得た額、又

は塀等の長さ１ｍにつき 1.5 万円（積算検討中）を乗じた額の少ない方の

額で 150,000円を限度とします。 

(２)軽量フェンス等の設置 

   建築基準法第４２条第２項道路等については、道路後退を条件とします。

補助対象経費（設置費）に 2 分の 1 を乗じて得た額、又は塀等の長さ１ｍ

につき 25,000円(積算検討中)を乗じた額の少ない方の額で 250,000円を限

度とします。 
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(３)その他 

６月１８日以降の着工であれば、既に着工済の事業に対しても補助しま

す。また、この補助を受け危険ブロック塀等の撤去後に、生垣等緑化助成制

度を利用できるようにし、土木部公園みどり室と連携し、緑化への誘導を図

ります。 

 

４ 他市状況及び国の動向 

  国では、ブロック塀等の撤去促進について検討中です。また、近隣各市に

おいては危険なブロック塀の撤去等の補助が検討されています。 

 

７月６日現在 

市 
位置の 

要件 

高さの 

要件 

撤去補

助割合 
撤去上限金額 

塀設置 

補助割合 

塀設置 

上限金額 

吹田 道路面 60ｃｍ超 ４／５ 150千円 １／２ 250千円 

大阪 道路面 80ｃｍ以上 １／２ 150千円 ４／５ 250千円 

堺 
指定通学

路 
60ｃｍ超 ２／３ 150千円 ４／５ 250千円 

高槻 道路面 80ｃｍ以上 10／10 
道路 200千円 

通学路 300千円 
無 無 

交野 道路面 80ｃｍ以上 １／２ 100千円 １／２ 200千円 

茨木 検討中 

豊中 検討中 

             コンクリートブロック１段の高さは 20ｃｍです。 

 

５ スケジュール 

  危険ブロック塀等の撤去及び改修への補助の実施が確定後、すみやかにホ

ームページや市報等により市民に向けて周知し、適切な時期に補助の受付を開

始します。 

 

 


